
京都市道路附属物自動車駐車場条例の一部を改正する条例（令和４年３月３０日京都市条

例第   号）（建設局建設企画部建設総務課） 

  利用の態様，近傍類似の施設の利用料との均衡等を考慮して，京都市御池駐車場の自

動二輪車以外の自動車（以下「自動車」という。）の駐車料金の上限額を改定するとと

もに，利用者の利便性の向上を図るため，日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定す

る休日（以下「祝日」という。）の昼間における自動車の駐車料金に係る最大料金を設

定することとしました。 

（自動車の駐車料金） 

区 分 
駐車料金（１回につき） 

改正前 改正後 

昼 間 

３０分までごとに２６０円。ただ

し，３０分までごとに２６０円を

加えた額が１，５６０円を超える

ときは，１，５６０円 

３０分までごとに３００円。ただ

し，３０分までごとに３００円を

加えた額が１，８００円を超える

ときは，１，８００円 

夜 間 

６０分までごとに２６０円。ただ

し，６０分までごとに２６０円を

加えた額が１，５６０円を超える

ときは，１，５６０円 

６０分までごとに２６０円。ただ

し，６０分までごとに２６０円を

加えた額が７８０円を超えると

きは，７８０円 

※ 「昼間」とは，午前７時から午後１０時までをいい，「夜間」とは，午後１０時

から翌日の午前７時までをいう。 

※ 昼間における自動車の駐車料金に係る最大料金は，現行，日曜日及び祝日以外

の日に適用 

  この条例は，令和４年６月１日から施行することとしました。 

 

７８



 京都市道路附属物自動車駐車場条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和４年３月３０日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市条例第   号 

 京都市道路附属物自動車駐車場条例の一部を改正する条例 

 京都市道路附属物自動車駐車場条例の一部を次のように改正する。 

別表第２ ２備考以外の部分を次のように改める。 

区 分 駐 車 料 金 （ １ 回 に つ き ） 

昼 間 

自動二輪車及び原動機付自転車 

３０分までごとに１００円。ただし，３０

分までごとに１００円を加えた額が５２

０円を超えるときは，５２０円 

自 動 二 輪 車 以 外 の 自 動 車 

３０分までごとに３００円。ただし，３０

分までごとに３００円を加えた額が１，８

００円を超えるときは，１，８００円 

夜 間 

自動二輪車及び原動機付自転車 

６０分までごとに１００円。ただし，６０

分までごとに１００円を加えた額が５２

０円を超えるときは，５２０円 

自 動 二 輪 車 以 外 の 自 動 車 

６０分までごとに２６０円。ただし，６０

分までごとに２６０円を加えた額が７８

０円を超えるときは，７８０円 

別表第２ ２備考３，４及び５を削る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和４年６月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日から

施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の京都市道路附属物自動車駐車場条例（以下「改正後の条例」

という。）の規定による駐車料金の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は，

７８



この条例の施行前においても行うことができる。 

（適用区分） 

３ 改正後の条例の規定は，この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の駐車に

係る駐車料金について適用し，施行日前の駐車に係る駐車料金については，なお従前の

例による。 

４ 前項の規定にかかわらず，施行日前に入場させ，かつ，施行日以後に退場させる自動

車（原動機付自転車を含む。）の駐車料金については，改正後の条例別表第２の規定を

適用する。 

（建設局建設企画部建設総務課） 


